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最近、マツ毛パーマと称して医薬部外品であるパーマネント・ウエ

ーブ用剤を使用し、マツ毛に施術を行う技法が現われ、流行の兆し

を見せているが、この施術を行う個所が目に非常に近いところから

パーマネント・ウエーブ用剤が容易に目に入る可能性があり、薬剤

の成分による視力障害等の被害が懸念されるところである。  

また、医薬部外品であるパーマネント・ウエーブ用剤は頭髪にウエ

ーブをもたせ、保つために使用する目的で製造承認がなされている

ものであり、かかる施術に使用することは、薬事法に基づく承認内

容を逸脱した目的外使用となる。  

医薬部外品であるパーマネント・ウエーブ用剤は、その定められた

方法に従い、正しく使用されてはじめて、その安全、有効な効果が

期待できるものである。しかるに、これを美容師が顧客に対し目的

外使用し、その結果として何らかの事故を生ぜしめるなどは美容師

の社会的責務に背くものであり、厳に慎まねばならないものである。 

貴職におかれては、管下の美容所等においてかかる行為により事故

等の起ることのないよう、美容所等への立入検査、巡回指導を行い

営業者等を十分に指導する等により美容所における美容業務の適正

な実施の確保を図られたい。  

なお、本通知については、当省薬務局と打合せ済みであるので念の

ため申し添える。  

 


